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別紙様式

１．事業主体概要

なし 　あり　：　営利法人
名称

株式会社ボンセジュール かぶしきがいしゃぼんせじゅーる

　

03-5774-4544

03-5774-4543FAX番号

代表取締役社長

ボンセジュール四つ木・ホーム長記入者名

事業主体の代
表者の氏名及
び職名

なし

氏名 小林　仁

ホームページア
ドレス あり：http://www.bonsejour.co.jp/

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷二丁目17番5号

事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

事業主体
の名称

法人等の種類

（ふりがな）

ボンセジュール四つ木入居契約兼特定施設入居者生活介護等利用契約

重 要 事 項 説 明 書

記入年月日 平成24年1月1日
所属・職名

（介護予防）特定施設入居者生活介護、居宅介護支援、（介護予防）訪問介護

職名

事業主体が
行っている主
な事業等

事業主体
の主たる
事務所の
所在地

事業主体
の

連絡先

電話番号

事業主体の設
立年月日

平成20年8月28日

村井　由加里
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あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし 11

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし 11

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

大田区南千束1-1-8

か所数

＜居宅サービス＞

所　　在　　地介護サービスの種類

特定施設入居者生活介護 ﾎﾞﾝｾｼﾞｭｰﾙ南千束

短期入所生活介護

通所介護

短期入所療養介護

＜居宅介護予防サービス＞

認知症対応型共同生活介護

大田区南千束1-1-8

介護予防居宅療養管理指導

特定福祉用具販売

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防訪問介護

介護予防訪問看護

介護予防短期入所療養介護

介護予防通所介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防特定福祉用具販売

介護予防福祉用具貸与

介護予防短期入所生活介護

介護予防通所リハビリテーション

＜介護保険施設＞

介護老人保健施設

ﾎﾞﾝｾｼﾞｭｰﾙ南千束

主な事業所等の名称

＜地域密着型サービス＞
夜間対応型訪問介護

通所リハビリテーション

福祉用具貸与

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

訪問介護

訪問入浴介護

訪問リハビリテーション

訪問看護

居宅療養管理指導

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防支援

介護療養型医療施設

居宅介護支援

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

介護予防訪問入浴介護

＜地域密着型介護予防サービス＞

介護老人福祉施設

事業主体が東京都内で実施する介護保険制度による指定介護サービス
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２．事業所概要

平成　22年　 6月 　1日  

　施設までの主な利用交通手段

届出の年月日 平成　22年　 5月  11日  

全室個室（夫婦部屋4室あり）

3:1以上

指定の年月日*

平成　　年　　月　　日

事業の開始（予
定）年月日

京成電鉄　　　　京成四ツ木駅～徒歩7分（560ｍ）

入居時の要件

介護保険

事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び届出の年月日、指定を受けた年月日（指定
の更新を受けた場合にはその年月日）

平成　22年　 6月 　1日  

介護保険事業所番号

利用権方式

ホーム長

有料老人ホームの類型・表示事項

類　型 介護付有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介護）

居住の権利形態

利用料の支払方式

入居時要支援・要介護

事業所の管理者の氏名
及び職名

専用居室区分

ホームページアド
レス

電話番号

あり:http://www.bonsejour.co.jp/

０３－５６７１－１４７７

なし

事業所の名称

事業所の所在地

事業所の連絡先

氏名

介護にかかわる職
員体制*

その他

指定の更新年月日*

職名

東京都指定特定施設入居者生活介護
東京都指定介護予防特定施設入居者生活介護

村井　由加里

０３－５６５４－３６８８

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

〒124-0014　東京都葛飾区東四つ木　３－１－１１

FAX番号

特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
東京都 1372204899号

一時金方式

(ふりがな）　　ぼんせじゅーるよつぎ
　　　　　　　　ボンセジュール四つ木
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３．従業者に関する事項

専従 非専従 専従 非専従

1人 0人 0人 0人 1人 1.0人

1人 0人 0人 0人 1人 1.0人

3人 0人 0人 0人 3人 3.0人

19人 0人 2人 0人 21人 20.1人

0人 0人 1人 0人 1人 0.2人

1人 0人 0人 0人 1人 1.0人
- - - - - - 外部委託

- - - - - - 外部委託

0人 0人 2人 0人 2人 1.5人

2人 0人 0人 0人 2人 2.0人 副ホーム長
他

③従業者の資格

専従 非専従 専従 非専従

4人 0人 0人 0人

1人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

15人 0人 2人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

専従 非専従 専従 非専従
0人 0人 1人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

1人

2人

あり なし⑤管理者の他の職務との兼務の有無

職種別の従業者の人数及びその勤務形態

理学療法士

40時間

非常勤常勤

②１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数

  延べ人数

　　　　　２級

従業者である介護職員が有している資格

　　　　　３級

介護職員基礎研修

介護支援専門員

あり

平均時の人数

管理者が有してい
る当該報告に係る
介護サービスに係
る資格等

④夜勤（宿直を除
く）を行う看護職
員及び介護職員の
人数

最少時の人数

あん摩マッサージ指圧師

従業者である機能訓練指導員が有している資格

言語聴覚士

  延べ人数

生活相談員

柔道整復士

①有料老人ホームの職員の人数及びその勤務形態

介護福祉士

看護師及び准看護師

訪問介護員１級

作業療法士

なし

資格等の名称

調理員

非常勤常勤

介護職員

機能訓練指導員

その他従業者

看護職員

施設長

事務員

栄養士
計画作成担当者

備考実人数
非常勤

（平成23年7月1日現在） 

常勤
合計 常勤換

算人数
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専従 非専従 専従 非専従

1人 0人 0人 0人 1人 1.0人
3人 0人 0人 0人 3人 3.0人

19人 0人 2人 0人 21人 20.1人
0人 0人 1人 0人 1人 0.2人
1人 0人 0人 0人 1人 1.0人
0人 0人 0人 0人 0人 0.0人

⑧従業員の資格*

専従 非専従 専従 非専従

4人 0人 0人 0人

1人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

15人 0人 2人 0人

0人 0人 0人 0人

1人 0人 0人 0人

専従 非専従 専従 非専従

0人 0人 1人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

3：1以上

あん摩マッサージ指圧師

従業者である機能訓練指導員が有している資格

常勤

計画作成担当者

柔道整復士

理学療法士

言語聴覚士

作業療法士

機能訓練指導員

常勤

看護職員
介護職員

常勤換
算人数

備考合計

介護支援専門員

看護師及び准看護師

  延べ人数

　　40時間

非常勤

非常勤

  延べ人数

実人数

従業者である介護職員が有している資格

生活相談員

⑦１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数*

常勤

その他従業者

⑨看護職員及び介護職員１人当たりの特定施設入居者生
活介護の利用者数*

訪問介護員３級

訪問介護員２級

介護福祉士

介護職員基礎研修

訪問介護員１級

⑥特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態*

非常勤

　　



- 6 -

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

1人 0人 19人 0人 0人 0人

1人 0人 11人 0人 1人 0人

0人 0人 7人 0人 0人
0人

0人 0人 6人 2人 0人
0人

1人 0人 5人 0人 1人
0人

0人 0人 1人 0人 0人
0人

2人 0人 0人 0人 0人
0人

計画作成担当者

1人

介護職員  生活相談員

１０年以上の者の人数

１年以上３年未満の者の
人数

１年未満の者の人数

0人

0人

0人

0人

機能訓練指導員

非常勤

３年以上５年未満の者の
人数

業務に従事した経験年数

前年度１年間の退職者数

0人

非常勤

５年以上１０年未満の者
の人数

従業者の当該介護サービスに係る業務に従事した経験年数等

常勤

看護職員

0人

１０年以
上の者の
人数

なし

0人

あり

0人

0人

0人

３年以上
５年未満
の者の人
数

１年以上
３年未満
の者の人
数

0人

0人

0人 0人

0人

0人 0人

業務に従
事した経
験年数

0人

0人

５年以上
１０年未
満の者の
人数

常勤

前年度１
年間の退
職者数

0人

0人

１年未満
の者の人
数

1人

0人

2人

0人

前年度１
年間の採
用者数

0人

0人

従業者の健康診断の実施状況

前年度１年間の採用者数
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４．サービスの内容

生活支援サービスの有無

介護保険加算サービス等の有無*

（ホームからの距離　20.7 km）

あり

（医療費その他の費用は入居者の自己負担）

名　称

医療法人社団　仁寿会　中村病院
協力医療
機関

なし

（協力の内容）

＜介護理念＞
○基本を守って、安心・安全を提供します。
○その方の全てを受容し、尊厳をおまもりします。
○その方のできないことだけを支援し、自立性を高めていただきます。
○お１人おひとりのリズムに合った個別ケアを行います。生活スケジュールの押しつ
けはいたしません。
＜介護の3ステップ＞
私たちは、介護保険制度に則った適切な手順でサービスを実施することにより、常に
サービスの品質を高める努力をいたします。
１．ご入居者の毎日が輝くお手伝いはご入居者を良く知り、適切なケアプランをつく
ることからはじまります。
私たち全員がケアプランづくりの責務を担っていることを認識し、協力して適切なケ
アプランをつくります。
２．ケアプランの確実な実行によりご入居者の生活の質を高めます。
３．ご入居者の心身の状況の変化や要望の変化を的確に捉え、常にサービスを見直し
ます。

東京都墨田区八広２丁目１番１号

主な診療科目：内科、外科、消化器科、診療内科、循環器科

（医療費その他の費用は入居者の自己負担）

主な診療科目：内科、外科、皮膚科、脳外科、泌尿器科、胃腸科、整形外科

所在地

 なし

（協力の内容）

別紙

 なし

 なし

医療法人社団和啓会　メディクス本郷クリニック

利用者の個別的な選択によるサービスの実施状
況

協力医療
機関

（ホームからの距離10.3km）

所在地

 なし

食事介護サービスの有無

食事の提供サービスの有無  なし

個別機能訓練の実施（介護報酬の加算）の
有無

入浴介護サービスの有無

健康管理サービスの有無

事業所の運営に関する方針

 あり

 なし

 あり

 なし

 なし  あり

サービスの内容、利用定員等

排せつ介護サービスの有無  なし

 あり

 あり

 あり

 あり
人員配置が手厚い介護サービスの実施の有
無

居室の清掃・洗濯サービス等家事援助サー
ビスの有無

 あり

 あり
夜間看護体制加算（介護報酬の加算）の有
無

名　称

協力内容：月2回の訪問診療、緊急時の２４時間コール対応、FAX診断

なし あり
東京都文京区向丘２－２－６　エスト本郷1階

協力内容：病状の急変が生じた場合等緊急時の入院を含めた対応
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（医療費その他の費用は入居者の自己負担）

（ホームからの距離　2.8 km）

（協力の内容）

主な診療科目：内科、整形外科、眼科、リハビリテーション科

協力内容：月2回の訪問診療、緊急時の24時間コール対応、入院を要する場合等の
他医療機関への紹介、日常の健康相談、定期健康診断、他。

名　称

医療法人社団　東京平成会　新小岩平成クリニック

所在地

東京都葛飾区新小岩2-2-20
あり

（医療費その他の費用は入居者の自己負担）

協力歯科
医療機関

名　称

週1回の訪問歯科診療、病態急変時の応援協力、他の医療機関への紹介、日常の健
康相談、口腔ケアに関する入居者及びご家族向けセミナーの開催、他。

（ホームからの距離19.1km）

（協力の内容）

協力医療
機関

なし

所在地なし
東京都港区高輪2-16-36　高輪チトセハイツ2Ｆ

医療法人社団　高輪会　サンフラワー高輪歯科医院

あり
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従前居室との仕様の変更

あり なし

 なし あり

あり

あり

なし

その他の変更の有無

入居一時金償却の調整の有無

追加的費用の有無

あり

居室利用権の取扱い

なし

なし入居一時金償却の調整の有無

あり

あり

他の専用居室（介護居室）へ移る場合

ありなし

浴室の変更の有無

あり

あり

従前居室との仕様の変更

便所の変更の有無

なし

なし

居室利用権の取扱い

（その内容）従前の居室から住み替えた居室へ利用権が移行しま
す。

なし従前の居室からの面積の増減の有無

便所の変更の有無

 なし あり

その他の変更の有無

入居後に居室を住み替える場合

あり

なし

（その内容）

 なし

（その内容）
事業者は、入居者の心身状況により居室の住み替えが発生するなど、居室の
権利等において本契約に重大な変更を行う場合は、次の各号の手続きを行
い、書面にて確認します。
一　事業者の指定する医師の意見を聴く
二　入居者又は連帯保証人等の同意を得る
三　緊急やむを得ない場合を除いて一定の観察期間を設ける
四　居室変更に伴う入居金の精算
　　　　転居前居室の入居金＝Ａ、転居後居室の入居金＝Ｂとし
　　　　以下の方法で入居金の精算を致します。
　　　　・Ａ＞Ｂの場合、以下の金額を精算致します。
　　　　精算金＝（Ａ×70％÷60ヶ月×未償却月数）
　　　　　　　　－（Ｂ×70％÷60ヶ月×未償却月数）}
　　　　・Ｂ＞Ａの場合、以下の金額を精算致します。
　　　　精算金＝（Ｂ×30％－Ａ×30％）+{（Ｂ×70％÷60ヶ月×未償却
                 月数）－（Ａ×70％÷60ヶ月×未償却月数）}
　　　　（端数は初月に償却致します）

 なし

（その内容）なし

あり

（その内容）なし

同じ居室で行います。

要介護時に介護を行う場所

一時介護室へ移る場合

判断基準・手続について

あり浴室の変更の有無

要介護時における居室の住み替えに関する事項

追加的費用の有無

あり
従前の居室からの面積の増減の有無

洗面所の変更の有無

あり

（その内容）

台所の有無

なし

なし

なし

判断基準・手続について

台所の変更の有無

洗面所の変更の有無
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なし あり

なし あり

なし あり

なし あり

 なし  あり

 なし  あり

 なし  あり

 なし  あり

 なし  あり

 なし  あり

 なし  あり

 なし  あり

従前の居室からの面積の増減の有無

身元引受人等の条
件、義務等

契約の解除

原則として６５歳以上の方で、介護保険の要支援・要介護認定をお持ちの
方。健康保険に加入されている方。お二人でご入居の場合は、ご夫婦・親
子・兄弟・姉妹に限る。身体状況・共同生活への適応力・お支払い能力につ
いて当社の審査基準を満たされた方。

最大7泊8日間、1泊15,750円（税込）。体験入居は介護保険を使用しませ
ん。

・別紙「入居契約書」第36条2項による・第36条（連帯保証人）前項の連帯
保証人は、本契約に基づく入居者の事業者に対する債務について、入居者と
連帯して履行の責を負うとともに、事業者が管理規程に定めるところに従
い、事業者と協議し、必要な時は入居者の身柄を引き取るものとします。

安否確認の方法

①入居者が逝去した場合（2名の場合はどちらとも逝去した場合）
②入居者から契約解約が行われた場合
③事業者から契約解除が行われた場合
　・入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき
　・月払いの利用料その他の支払を正当な理由なく、しばしば遅滞すると
    き
　・入居者の行動が、他の入居者又は従業員の生命に危害を及ぼし、又は
    その危害の切迫した恐れがあり、かつホームにおける通常の介護方法
    及び接遇方法ではこれを防止することができないとき

各介護居室・浴室等に緊急コール設置、PHS受信により24時間緊急対応しま
す。尚3時間間隔で安否確認を行います。

体験入居

医療を必要とする
場合の処遇

原則として６５歳以上の方で、介護保険の要支援・要介護認定を
お持ちの方。健康保険に加入されている方。お二人でご入居の場
合は、ご夫婦・親子・兄弟・姉妹に限る。身体状況・共同生活へ
の適応力・お支払い能力について当社の審査基準を満たされた
方。

留意事項

要介護の者を対象

入居者の条件

（その内容）

その他へ移る場合

判断基準・手続について

入居一時金償却の調整の有無

居室利用権の取扱い

追加的費用の有無

（その内容）

その他

（その内容）

台所の有無

その他の変更の有無

ホームの協力医療機関又は入居者が選択する医療機関において治療を受け
る。費用については、医療保険制度で支給される以外の費用は入居者負担。
近隣医院は、送迎による外来受診。

自立している者を対象

便所の変更の有無

浴室の変更の有無

要支援の者を対象

洗面所の変更の有無

施設の入居に関する要件

従前居室との仕様の変更
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要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

0人 0人 0人 0人 0人 0人
2人 0人 0人 3人 0人 5人
5人 4人 2人 6人 2人 19人
7人 4人 7人 6人 4人 28人

自立 要支援１ 要支援２ 合計

1人 0人 0人 0人 1人
0人 2人 0人 0人 2人
1人 4人 2人 0人 7人
0人 1人 2人 0人 3人

男性  女性

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

0人 0人 0人 0人 0人 0人
0人 1人 1人 2人 0人 4人
0人 0人 0人 2人 0人 2人

0人 0人 1人 1人 0人 2人
0人 2人 0人 2人 1人 5人

 0人 0人 0人 0人 0人 0人

自立 要支援１ 要支援２ 合計

0人 0人 0人 0人 0人 0人
0人 0人 0人 0人 0人 0人
0人 0人 0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人 0人 0人
0人 0人 1人 0人 0人 1人
0人 0人 0人 0人 0人 0人

8人 9人 24人 24人 0人 0人

６５歳未満

死亡者

特別養護老人ホーム以外
の社会福祉施設

その他

医療機関

入居期間

【開催回数】
原則年1回以上開催
【議題】
（１） 施設における入居者の状況、サービス提供の状況
（２） 介護保険、管理費、食費等の収支状況のほかホーム本体の
各会計年度の財務諸表等の決算報告
（３） 管理費、食費その他のサービス費用及び使用料の改訂
（４） 管理規程、細則等の諸規程の改定
（５） 入居者の意向の確認や意見交換
（６） 年度ごとの介護にかかわる職員体制の算定方法及び算定結
果についての説明等
（７） その他特に必要と認められた事項

一年以上
５年未満

６ヶ月未
満

６５歳以上７５歳未満

１５年以上

65名入居定員

経過的要介護

自宅等

運営懇談会の実施状況

介護保険施設

その他

医療機関

特別養護老人ホーム以外
の社会福祉施設

６ヶ月以
上１年未
満

入居者数

死亡者

自宅等
介護保険施設

入居者の入居期間

１０年以
上１５年
未満

５年以上
１０年未満

（平成23年6月30日現在）

入居率（一時的に不在となっている者を含む。）

前年度退居した者の人数と理由

100.0%

20人 45人入居者の男女別人数

入居者の状況

入居者の平均年齢

６５歳未満

入居者の人数

８５歳以上

83.2歳

経過的要介護

６５歳以上７５歳未満

７５歳以上８５歳未満

８５歳以上
７５歳以上８５歳未満
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なし あり
なし あり

室数 人数
20

26

11

4 8

あり なし

男子便所 0か所
女子便所 0か所
男女共用 5か所

61か所

2か所

消火設備等の状況 なし あり

契約期間

なし あり

契約期
間 なし あり

施設の利用にあたっての留意事項

（その内容）
居室、共用施設、敷地その他の利用にあたっては、その本来の用途に従って、妥当か
つ適切に利用してください。

非常災害対策

（その内容）
非常災害が発生した場合「防災計画」に従い、入居者等について適切に対応します。
非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。スプリ
ンクラー、自動火災報知機、避難階段、誘導灯など防災設備は法令に準拠します。

（その内容）全居室内、廊下、共用施設に手摺設置。車いすでの移動可能。

貸借（借家）

居室の
状況

共同便所の設置数

契約の自動更新

なし

インヴィンシブル投資法人

階数

　　　　1999.1㎡

抵当権の設定

所
有
者

鉄筋コンクリート造　地上５階建

一部あり あり事業所を運営する法人が所有

外線電話回線の設置状況

インヴィンシブル投資法人

なし

建物の延床面積

施設の建物に関する事項

バリアフリーの対応状況

あり

（自立）

1階：　　139.86㎡

0か所1か所

一時介護室

専用居室相部屋
なし

各居室内にあり

あり

あり
あり

なし
なし

終:平成　　年　月　日

抵当権の設定

一部ありテレビ回線の設置状況     なし

施設の敷地に関する事項

各居室内にあり

なし

契約の自動更新

始:平成　年　月　日

終:平成38年1月5日始:平成18年1月6日

あり

専用居室個室
（自立以外）

個浴

その他、共用施設の設備状況

なし

12.28㎡

（自立以外）

なし
（自立）

事業所を運営する法人が所有

敷地の面積 　　　　　　1104.88㎡

なし あり

貸借（借地）

１の居室の床面積
12.42㎡

区分

あり

12.15㎡

なし

24.38㎡

あり
専用居室個室

あり なし
㎡

㎡

専用居室相部屋

建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物
施設、設備等の状況

建物の
構造 建築基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物

0か所
うち車椅子等の対応が可能な数

0か所うち車椅子等の対応が可能な数

㎡

うち車椅子等の対応が可能な数

5か所

㎡

なし

食堂の設備状況
入居者等が調理を行う設備状況

（その内容）
食堂兼機能訓練スペース・ファミリールーム兼談話室・
事務室・厨房・一般浴室（車椅子対応のリフト浴あ
り）・個浴・健康管理室・洗面所

一部あり

各居室内にあり一部あり

所
有
者

あり

個室における便所の設置割合

その他、浴室の設備に関する事項
1か所

大浴槽 特殊浴槽 リフト浴

    なし 一部あり緊急通報装置の設置状況

    なし

浴室の設備状況

個室の便所の設置
数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3か所

100%

　　　浴室の総数

61か所うち車椅子等の対応が可能な数
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介護等のサービス提供に当る者は、サービス提供時に入居者に病状の急変が生じた場
合は、速やかに主治の医師又はあらかじめホームが定めた協力医療機関への連絡を行
う等の必要な措置を行います。

①なし
②土曜・日曜・祝日
③土曜・日曜・祝日
④土曜・日曜・祝日
⑤土曜・日曜・祝日
⑥土曜・日曜・祝日

 損害賠償責任保険の加入状況 なし

平日

日曜

①9時00分～17時00分
②なし
③なし
④なし
⑤なし
⑥なし

祝日

対応している時間

土曜

緊急時における対応方法

定休日

留意事項

電話番号

①9時00分～17時00分
②なし
③なし
④なし
⑤なし
⑥なし

①ボンセジュール四つ木　苦情受付担当
②株式会社ボンセジュール コンプライアンス推進室
③葛飾区役所福祉部介護保険課
④東京都国民健康保険団体連合会
⑤東京都福祉保険局高齢社会対策部施設支援課
⑥社団法人全国有料老人ホーム協会

①03-5654-3688
②03-5774-4544
③03-5654-8246
④03-5326-0878
⑤03-5420-4264
⑥03-3272-3781

①9時00分～17時00分
②9時30分～17時30分
③9時00分～17時00分
④9時00分～17時00分
⑤9時00分～17時00分
⑥10時00分～17時00分

利用者からの苦情に対応する窓口等の状況

サービスの提供内容に関する特色等

窓口の名称

サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応

あり

（その内容）
■ご入居者の毎日が輝くために
○ 私は、介護という仕事にたずさわれる感謝を常に忘れず、ご入居者の心身両面の支
えとなります。
○ 介護のプロとしての誇りを持って、介護技術の向上に努めます。
○ 私は、ご入居者のお話を心の耳で聴き、共感します。
○ 私は、ご入居者のことを人生の先輩として尊敬し、その方のことをたくさん知るよ
うにつとめます。
○ 私は、ご入居者の喜びを自分自身の喜びととらえ、毎日が輝くお手伝いをあきらめ
ることなく追求していきます。
○ 私は、一回でも多く、ご入居者に笑っていただけるよう、ご入居者と一緒に楽しみ
ます。

①9時00分～17時00分
②なし
③なし
④なし
⑤なし
⑥なし
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平成22年12月21日

NPO法人福祉経営ネットワーク

な
し

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

実施機関名又は直接実施

実施した年月日

当該結果の開示状況

東京都福祉サービス第三者評価の実施状況

実施した直近の年月日

あり

実施した評価機関の名称

なし

平成　年　月　日

あ
り

その他機関による第三者評価の実施状況

実施した評価機関の名称

なし

当該結果の開示状況

有料老人ホームサービス評価事業
（社団法人全国有料老人ホーム協会）

あ
り

あり

あ
り

な
し

なし当該結果の開示状況

利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況

な
し

あり
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５．利用料金

なし あり

なし あり

経過年数 1年 2年 3年 4年 5年

金額 280 210 140 70 0

     入居金500万円の場合の返還金一覧表

単位：万円

解約時返還金の算定方法

入居金－（入居金×30％）－（入居金×70％÷60×入居月数）

２.5年（60ヶ月）経過後は、返還金がなくなります。

３.居室の原状回復のための実費を差し引かれることがあります。

最低の額

5年（60ヶ月）

償却開始 入居をした月 なし あり

上記以外

一時金の償却に関する事項

（その内容）

30%

１.入金の30％は、入居期間にかかわらず返還されません。

最高の額

留意
事項

円 　　　　円 円

初期償却率（％）

２人の
入居の
場合

最低の額

円

57室500万円668万円

最高の額

最高の額 最多価格帯

円

4室

【選択価格制】
基本コースの価格をもとに
入居金84万円を加算するごとに月額費用が１万円減額されます。
入居金84万円を減額するごとに月額費用が１万円加算されます。
※詳細は別紙「選択価格制度」参照

円

名称

最多価格帯

円 円

最高の額

円

１人の
入居の
場合

留意
事項

円 　　　　円

最多価格帯

円

最低の額

円

最高の額

最多価格帯

２人の
入居の
場合 980万円

最低の額

名称

1,148万円

１人の
入居の
場合

留意
事項

最多価格帯

円

812万円

一時金に関する費用

名称

円

最低の額

留意事項

償却年月数

円

２人の
入居の
場合

１人の
入居の
場合 332万円

最低の額

①居室に要する一時金（専用居室、共用部分の利用のための家賃相
当額に充当されるもの）

最高の額 最多価格帯

一時金方式□

年齢により一時金の料金が異なる場合

利用料の支払い方式
（□にレを記入） 月払い方式□ 選択方式□
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   なし    あり

なし あり

入居金の設定方法として、想定居住期間と要介護者の平
均寿命を勘案し、地域不動産の相場と部屋の広さ等を考
慮にいれて積算して定めております。

（その内容）

初期償却率（％）

③利用者の個別的な選択による介護サービス利用料

（「あり」の場合、その内容及び利用料）

一時金の償却に関する事項

償却開始

入居をした月 なし あり

償却年月数

（その内容）

償却年月数 ６０ヶ月

解約時返還金の算定方法 入居金ー（入居金×70％÷60ヶ月×入居月数）

保全措置の実施状況 なし あり

上記以外  （その内容）

初期償却率（％） 30%

なし あり

サービス提供を開
始した月 なし あり

（「あり」の場合、その内容及び利用料）

「あり」の場合、介護保険給付及び利用者
負担分による収入によって賄えない額に充
当するものとしての合理的な積算根拠

なし あり

名称

一時金の償却に関する事項

償却開始

入居をした月

保全措置の実施状況 なし あり

（その内容）事業者が入居金の返還債務
を負うことになった場合においては、その
債務のうち保全金額に相当する部分（実際
に返還を要する金額又は金500万のうちいず
れか低い方までの額）を、親会社である株
式会社ベネッセホールディングスとの間の
入居金等保証委託契約に基づき連帯して保
証します。

なし

名称

あり

②利用者の選定による介護サービス利用料*
なし あり

（人員配置が手厚い場合の介護サービス）

一時金の算定根拠

解約時返還金の算定方法

保全措置の実施状況

一時金の算定根拠

上記以外  （その内容）
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なし あり

円

円

最低の額

　　　　円 円

  　　※契約解除日までの利用期間に係る利用料及び原状回復のための費用

一時金の支払方法

一時金に対する留意事項等

入居時までに事業者の指定する口座に振込にて支払うものとします。

２人の
入居の
場合

円　　　　円

（その内容）

留意
事項

最低の額 最高の額 最多価格帯

保全措置の実施状況

解約時返還金の算定方法

一時金の算定根拠

　　　　　　　円

（「あり」の場合、その内容）
1ヶ月以上お部屋を予約する場合、予約金を頂きます。
予約金は契約時にお支払頂く入居金に充当いたします。
万一お客様の理由によりキャンセルする場合は、全額ご
返金いたします。

なし あり

　　　　　　　円

入居金の償却起算後90日以内に解約される場合は、本契約第45条に基づき、受領済
みの入居金の全額を返還します。ただし、この場合において、受領済の入居金総額
の契約期間に係る日割り分を受領します。

契約締結日から90日以内の契約解除による返還金について（※の設定を含む）

名称
１人の
入居の
場合

最低の額 最高の額 最多価格帯

円

留意
事項

名称
１人の
入居の
場合

最低の額 最高の額 最多価格帯

２人の
入居の
場合

最低の額 最高の額 最多価格帯
　　　　円 円 　　　　　　　円 円

留意
事項

名称
１人の
入居の
場合

最低の額 最高の額 最多価格帯
　　　　円 円 　　　　　　　円

２人の
入居の
場合

④その他に要する一時金

　　　　円
最高の額 最多価格帯

円 　　　　　　　円 円

　　　　円 円 　　　　　　　円 円

なし あり
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なし あり  
円

68,250 円

なし あり  60,480 円

なし あり  実費

 なし あり

 

なし あり

最低の額 最高の額
38,500円 75,000円 57室

   なし    あり

   なし    あり

添付書類： 「介護サービス等の一覧表」

「選択価格制度」

「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針との適合表」

※　　　　　　　　　　　　　　　様　㊞

「あり」の場合、利用者負担分による収入によって賄え
ない額に充当するものとしての合理的な積算根拠

個別的な選択による生活支援サービス

食費

光熱水費

利用者の個別的な選択による生活支援サービス利用料

留意事項 30日90食を利用した場合（税込み）

留意事項

（「あり」の場合、その内容及び利用料）

施設の維持管理・公租公課等の負担が増加したとき、もしくは物価の変動・近隣相場
との不均衡・施設の改良があった場合、運営懇談会の意見を聴いた上で改定します。

その他、一時金及び利用料以外に必要な利用料

最多価格帯

（「あり」の場合、その内容及び利用料）

家賃相当額

一時金以外の費用

人員配置が手厚い場合の介護サービス

月額の場合の利用料の額

あり

管理費

あり

表示金額は基本価格（選択価格制により変動の可能性あり）

留意事項 共用施設等の維持管理費、水道光熱費、事務費、基本サービス（入居契約書
第16条）に係る人件費（税込み）

38,500円

その他に必要な月額利用料

なし

なし

 （「あり」の場合、その内容及び利用料）
・入浴介助は週3回以上は1回1,000円（税込み）
・特浴介助は週3回以上は1回1,500円（税込み）
・通院介助は近隣医療機関へ週2回目以降30分1,500円（税込み）
・役所手続きは月1回以上は30分1,500円（税込み）
・買い物は月1回以上は30分1,500円（税込み）
・清掃は週2回以上は1回1,500円（税込み）
・リネン交換は週2回以上は1回500円（税込み）
・洗濯サービスは、週2回以上は1回500円（税込み）

入居金、家賃相当額は非課税、それ以外は消費税対象となります。

料金改定の方法

※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。

消費税

（「あり」の場合、その内容及び利用料）
※自立と認定された場合、日常の安否確認等の費用として生活サービス費
31,500円／人・月（税込）が必要となります。
※要介護者等の場合、介護保険給付の自己負担額をお支払いいただきます。
※個別機能訓練加算・夜間看護体制加算・医療機関連携加算は、施設が基準を
満たしていない場合は、適用になりません。

説明年月日　平成　　年　　月　　日

説明者署名　  　　　　　　　　　㊞

特別区　　地域単価 1単位＝10.68

要介護認定等 介護給付費の単位 30日分の目安 代理受領時の自己負担分

要支援1 203単位/日 65,041円 6,505円/月
要支援2 469単位/日 150,267円 15,027円/月
要介護1 571単位/日 182,948円 18,295円/月
要介護2 641単位/日 205,376円 20,538円/月
要介護3 711単位/日 227,804円 22,781円/月
要介護4 780単位/日 249,912円 24,992円/月
要介護5 851単位/日 272,660円 27,266円/月

個別機能訓練加算 12単位/日 3,844円 385円/月
夜間看護体制加算 10単位/日 3,204円 321円/月
医療機関連携加算 80単位/月 854円 86円/月



　   　ボンセジュール四つ木  介護サービス等の一覧表

介護を行う場所
管理費に含まれるｻｰﾋﾞｽ その都度徴収するｻｰﾋﾞｽ 管理費及び保険給付対

象に含まれるｻｰﾋﾞｽ
その都度徴収するｻｰﾋﾞｽ

介護サービス
○　巡回

・昼間、夜間 3時間毎 ― 3時間毎 ―

○　食事介助 食堂内の配下膳は毎食
時、適宜介助

―
食堂内の配下膳は毎食
時、適宜介助

―

○　排泄
・排泄介助 ― ― 適宜実施 ―
・おむつ交換 ― おむつ代実費 適宜実施 おむつ代実費

○　入浴
・清拭 ― 一回1000円 入浴できない場合週2回 週3回以上は1回1000円

・見守り又は1部介助 ― 一回1000円 週2回 週3回以上は1回1000円

・特浴介助 ― ― 週2回 週3回以上は1回1500円

○　身辺介助
・体位交換 ― ― 適宜実施 ―
・居室からの移動 ― ― 適宜実施 ―
・衣類着脱 ― ― 適宜実施 ―
・整容介助 ― ― 適宜実施 ―

○　外出介助
・買物 月1回 実施日以外は30分1500円 月1回 月2回以上は1回1500円

○　機能訓練 ― ― ケアプランに基づき ―
機能訓練指導員による指導

○　通院介助 ― 付添は30分1500円　　 近隣への付添は週1回 近隣医療機関は2回目以降・

遠方付添は30分1500円

○　送迎
　　　　協力医療機関 適宜実施 ― 適宜実施 ―
　　　　近隣医療機関 移送は土日祝以外 遠方移送は実施しません 移送は土日祝以外 遠方移送は実施しません

の9：00～17：00 の9：00～17：00

○　緊急時対応
・緊急通報装置 24時間対応 ― 24時間対応 ―

生活サービス
○　家事

・清掃 週1回　介護上必要であ 実施日以外は30分1500円 週1回　介護上必要であ 実施日以外は30分1500円

・洗濯 週1回　る場合対応致し 実施日以外は1回500円 週1回　る場合対応致し 実施日以外は1回500円

・リネン交換 週1回　ます 実施日以外は1回500円 週1回　ます 実施日以外は1回500円

○　居室配膳、下膳 適宜実施 ― 適宜実施 ―

○　理美容 ― 実費 ― 実費

○　代行
・買物、支払 週1回（指定日） 実施日以外は30分1500円 週1回（指定日） 実施日以外は30分1500円

・役所手続き 月1回（指定日） 実施日以外は30分1500円 月1回（指定日） 実施日以外は30分1500円

健康管理サービス
○日常健康管理

・服薬管理 適宜実施 ― 適宜実施 ―
・バイタルチェック 適宜実施 ― 適宜実施 ―
・水分、排泄チェック 適宜実施 ― 適宜実施 ―
・口腔ケア 適宜実施 ― 適宜実施 ―

○その他
・健康診断 年2回の機会を設けます 受診料は実費 年2回 ―
・健康相談、生活指導 適宜実施 ― 適宜実施 ―
・医師の往診依頼 適宜実施 ― 適宜実施 ―

入退院時、入院中の提供サービス
・付添サービス 協力・近隣医療機関への

移送および付添

・お見舞い、連絡等 適宜実施 ― 適宜実施 ―
・医療費 ― 実費 ― 実費

その他のサービス
・レクリエーション 適宜実施 一部実費 適宜実施 一部実費

※近隣医療機関・・・当施設より半径5ｋｍ以内の病院
※表示金額は、税込価格です。

別添

要支援Ⅰ・Ⅱ、要介護Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ自　　立
介護居室

近隣・協力医療機関への移
送

付添は30分1500円　　遠方移
送は実施しません

近隣医療機関は2回目以降・
遠方付添は30分1500円　遠
方移送は実施しません

介護居室



ボンセジュール四つ木

別　　添

　　Ａタイプ選択価格表　（例）

施設利用料 管理費 食費

上限 668万円 147,230円 18,500円 68,250円 60,480円

584万円 157,230円 28,500円 68,250円 60,480円

基本価格 基本額  500万円 基本額  167,230円 38,500円 68,250円 60,480円

416万円 177,230円 48,500円 68,250円 60,480円

下限 332万円 187,230円 58,500円 68,250円 60,480円

　　Ｂタイプ選択価格表　（例）

施設利用料 管理費 食費

上限 668万円 147,230円 18,500円 68,250円 60,480円

584万円 157,230円 28,500円 68,250円 60,480円

基本価格 基本額  500万円 基本額  167,230円 38,500円 68,250円 60,480円

416万円 177,230円 48,500円 68,250円 60,480円

下限 332万円 187,230円 58,500円 68,250円 60,480円

施設利用料 管理費 食費

上限 668万円 147,230円 18,500円 68,250円 60,480円

584万円 157,230円 28,500円 68,250円 60,480円

基本価格 基本額  500万円 基本額  167,230円 38,500円 68,250円 60,480円

416万円 177,230円 48,500円 68,250円 60,480円

下限 332万円 187,230円 58,500円 68,250円 60,480円

　　Dタイプ選択価格表　（例）

施設利用料 管理費 食費

上限 1148万円 312,460円 55,000円 136,500円 120,960円

1064万円 322,460円 65,000円 136,500円 120,960円

基本価格 基本額  980万円 基本額  332,460円 75,000円 136,500円 120,960円

896万円 342,460円 85,000円 136,500円 120,960円

下限 812万円 352,460円 95,000円 136,500円 120,960円

月額費用内訳
入居金 月額費用

月額費用内訳

月額費用
月額費用内訳

入居金

選択価格制度

全タイプとも基本価格をもとに
入居金84万円を加算するごとに、月額費用1万円を減額いたします。
入居金84万円を減額するごとに、月額費用1万円を加算いたします。

　　Ｃタイプ選択価格表　（例）

入居金 月額費用
月額費用内訳

入居金 月額費用



記入日：平成23年7月1日

（適合：○ 兼用・条件付：△　不適合：×　非該当：－）

適合可否 備考等

１　必要な設備（指針４）

食堂 △ 1階に設置。機能訓練スペースと兼用。

機能訓練室 △ 1階に設置。食堂と兼用。

浴室（介護浴槽以外） ○ 1階、2階、3階に設置。

介護浴槽 ○ 1階に、リフト浴設置。

健康管理室 ○ 3階に設置。

談話室（遮蔽されたもの） △ 1階に設置。ファミリールームと兼用。

事務室 ○ 1階に設置。

宿直室 －

洗濯室 ○ 2階、3階に設置。

汚物処理室 ○ 2～5階に設置。

看護・介護職員室（ヘルパーステーション）
※併設の居宅介護サービス事業所等を含めない

○ 事務所の一部。

エレベーター ○ 20人乗り1基、6人乗り1基。

ナースコール等緊急通報装置 ○
各居室、浴室、脱衣室、共用トイレに設
置。

自動火災報知設備 ○ 設置済。

消防機関へ通報する火災報知設備 ○ 設置済。

消火器 ○ 設置済。

スプリンクラー設備 ○ 設置済。

居室は全室個室であること　4(8)ｱ ○

居室は全室１人あたり１３㎡以上の床面積であるこ
と　4(8)ｱ

×

12.15㎡～12.42㎡が57室あるため。ただ
し、葛飾区有料老人ホーム設置指導要綱の
施行日前に有料老人ホーム設置工事を開始
していたため、適用除外。

廊下の有効幅は１．８ｍ以上（退避スペースがある
場合には１．４ｍ以上）であること　4(8)ｶ

△
1.55ｍ～1.7ｍ。ただし、退避スペースを確
保。

指針項目

施設名：ボンセジュール四つ木

東京都有料老人ホーム設置運営指導指針との適合表



指針項目 適合可否 備考等

２　事業用土地建物の権利関係（指針３）

有料老人ホーム事業以外の目的による抵当権その他
ホームとしての利用を制限するおそれのある権利が
存しないこと。3(2)

○
土地建物の抵当権は有料老人ホームのため
の抵当であり、有料老人ホーム事業以外に
は使用しない。

借地・借家等の契約関係が複数にならないこと。
3(3)

○

通常の借地・借家契約とすること。（定期借地・借
家契約による場合には備考に説明）3(3)

○

借家の契約期間は20年であることとし、自動更新
条項があること。（借地の場合は30年以上）3(3)ｱｲ

○ 建物賃貸借契約（20年・自動更新）

３　職員の配置（指針５）

夜間の介護、緊急時に対応できる職員がいること。
5(1)ｲ

○ 夜勤：介護職2名（最小時1名）

１人以上の介護福祉士、ホームヘルパー１級又は２
級の資格を持つ職員がいること。　5(1)ｳ

○

４　記録の整備（指針６）

入居者、設備、職員、会計に関する事項の記録を整
備のうえ、帳簿を作成し、２年間保存すること。
6(2)

○

５　サービス（指針７）

入居時及び１年に２回以上健康診断を行うこと。
7(3)

○ 毎年2月・8月に実施

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利
用者の行動を制限する行為を行ってはならないこ
と。　7(4)

○

外部の居宅介護サービスの利用については、あく
まで入居者自身の選択によるものであり、恣意的
に誘導していないこと。　7(4)

○

６　一時金（指針９）

一時金の算定根拠を書面で明示するとともに、必要
な保全措置を講じなければならないこと。9(1)ｳ

○
親会社である株式会社ベネッセホールディ
ングスとの間の入居金等保証委託契約に基
づく連帯保証。

入居時に全額を償却しないこと。9(1)ｳ ○ 初期償却30％。残りは均等60ヶ月償却。

契約締結日から９０日以内の契約解除の場合につい
ては、既受領の一時金の全額を利用者に返還するこ
と。9(1)ｳ

○

返還金＝受領済入居金ー（1日当りの施設利
用料×利用日数）
１日当りの施設利用料＝入居金÷60ヶ月÷
各月の日数

７　情報開示（指針１１）

契約書、管理規程等を公開するものとし、求めに
応じ交付すること。また、一時金を受領する施設
にあっては、貸借対照表及び損益計算書又はそれ
らの要旨についても閲覧に供すること。11(1)

○
入居契約書・管理規程・特定施設入居者生
活介護等利用契約書・運営規程・財務諸
表・貸借対照表・損益計算書を開示。
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